
2023年10月1日から、建築物の解体・改修工事を行う際には、有資格者によるアスベスト事前調査が
義務付けられています。今回は、「工事現場にて適切に事前調査がされているかどうかの確認は、関係
各省庁・地方自治体にて実施されているのか」について整理しました。
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「有資格者によるアスベスト事前調査の義務化」

発行者：株式会社 リ ー テ ム

R e - t e m ’ s  m o n t h l y  n e w s l e t t e r

1月号
2024

株式会社リーテム
〒101-0021 東京都千代田区外神田2-15-2 新神田ビル７Ｆ
TEL. 03-5256-7041 Mail. info@re-tem.com https://www.re-tem.com/ 

排出事業者のための有益情報満載ニュースレター

アスベスト事前調査は必要な知識を有する者に行わせること

解体等工事に伴う石綿飛散防止対策強化の目的で、大気汚染防止法の一部を改正する法律（改正大気汚染防止法）
が、令和２年６月５日に交付されました。これにより、解体を伴う工事には規模の大小を問わず使用するすべての建材の事前調
査や書面の現場備え付け等が義務付けられています。
本コラムでも、元請業者が実施すべきことをまとめていますので、ご参考ください。

「アスベスト規制強化－元請業者の責務」
https://www.re-tem.com/ecotimes/column/feb2022/

関連して、「大気汚染防止法施行規則等の一部を改正する省令」に基づき、令和５年10月1日からは、建築物の解体・改修
工事を行う際には、「石綿に係る事前調査を必要な知識を有する者に行わせること」が義務付けられることになりました。
※建築物以外（工作物）に係る解体等工事の事前調査についても、有資格者にて実施することとする改正が行われ、これは
令和８年１月１日から施行されます。

国による実施の確認

国土交通省、厚生労働省、環境省では、都道府県の建設リサイクル法担当部局、環境部局及び労働基準監督署の合同で、
“建設リサイクル法等に係る全国一斉パトロール”を実施しています。このパトロールでは、関係行政庁の職員が建設工事現場へ
立入り、建設リサイクル法、廃棄物処理処理法、大気汚染防止法、フロン排出抑制法、労働安全衛生法、石綿障害予防規
則の観点で、遵守状況の確認、周知徹底、指導等を行います。
環境部局が実施した大気汚染防止法に関する立入件数と行政指導件数の推移は以下の通りです。

① 特定建築物石綿含有建材調査者（特定調査者）
② 一般建築物石綿含有建材調査者（一般調査者）
③ 一戸建て等石綿含有建材調査者（一戸建て等調査者）
④ 令和５年９月30日以前に（一社）日本アスベスト調査診断協会に登録され、事前調査を行う時点に

おいても引き続き登録されている者。

必要な知識を有する者

https://www.re-tem.com/
https://www.re-tem.com/ecotimes/column/feb2022/
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コラムの更新やサービスに関するお役立ち情報をお知らせするメールマガジン
（月１回程度）を発信しています。配信希望の方は以下の「お問い合せ」をクリック！
項目から「メールマガジン配信希望」を選んでください。https://www.re-tem.com/contact/

アスベスト事前調査の確認のための監査や指導はされるのか？

立入件数と行政指導件数が微増であるものの、全国の総解体工事件数を踏まえると、現段階では、アスベスト事前調査を目
的とした徹底指導では無いように見受けられますが、環境省のHPによると、これらはアスベスト事前調査の結果の報告や掲示の不
備に関する指導が主であるとのことです。
今後も、各省庁の合同でのパトロールの実施により、大気汚染防止法の適正な運用がされているかどうかの確認が継続して行
われていくものと思われます。

過去には、アスベストの有無を調査せずに元から無いものとして解体工事を行うことで、安価に工事案件を受発注する“不適正
業者”により、一般の優良業者の利益が損なわれるという構造が問題となっていました。今後は、安全な解体・改修工事の実施が
強化され、さらには建設リサイクル法のパトロールにより、アスベスト事前調査が適正に行われているかの確認・指導が徹底されるこ
とと思われます。
元請業者においては、解体工事実施前の現地調査により、アスベスト含有建材はもちろん、建設廃棄物の発生の想定と適正
な処理計画の立案、リサイクル率向上のための工夫がますます求められていくと考えられます。

編集後記

自治体の取組

建設リサイクル法一斉パトロールは、関係部局が合同で実施している所謂強化週間であり、自治体によっては年間を通して徹
底した、あるいはより専門的な現地確認を実施しています。
パトロールによる確認項目は、アスベストの適正な取り扱いだけでなく、ミンチ解体をせずに廃建材のリサイクルが可能な様に分別
解体を実施しているか、廃棄物の排出計画を立てているか、計画に則って産業廃棄物処理業者と契約を締結しているか、元請
業者が現場を把握・管理しているか等々、多岐にわたります。

実施時期 立入件数 行政指導件数

令和３年度（2021年度）
（６～７月）

1,856件 595件

令和４年度（2022年度）
（６～７月、10～11月の合算）

5,194件 1,941件

令和５年度（2023年度）
（６～７月、10～11月の合算）

5,592件 2,006件

※環境省の報道発表よりリーテムにて作成

庁内独自の情報共有システムを構築し、建設工事に
係る各種届出を一括管理している。これら届出データ
の情報から国土地理院地図情報が自動取得され、外
部委託のパトロール実施企業に共有されることで、効
率よく巡回でき、基本的には全ての解体工事への現地
確認がなされている。

解体工事業者の業界団体と自治体職員が協同でパ
トロールを実施している。看板の掲示などの基本的な
確認は自治体職員が行うが、工事現場の作業員への
ヒアリングが必要になった際には、業界団体が専門的な
知識や現場の知見を基に聞き取りを行う。
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